
2024 年 1 月 10 日 

北陸電力株式会社 

 

 

 

志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について 

 

 

 

原子力災害対策特別措置法第７条（原子力事業者防災業務計画）に基づき、「志賀原子力

発電所原子力事業者防災業務計画」の修正要否を検討した結果、以下のとおり修正を実施

します。 

 

 

１．主な修正内容 

（１）関係法令改定による修正 

a. 災害対策基本法関連法令改正に伴う「こども家庭庁」の追加 

b. 原子力災害対策指針等の改正に伴い引用条文の修正 

（２）原子力規制庁からの指導及び要請に基づく修正 

a. 原子力災害医療活動の記載充実に伴う修正 

原子力規制庁の指導を受け、当社および原子力安全研究協会で管理している医療

資機材、並びに原子力安全研究協会の業務範囲を追記。 

b. 可搬型設備（消防車及び電源車）の記載の統一に伴う修正 

原子力規制庁の指導を受け、可搬型設備（消防車及び電源車）の数量は必要数の

みならず予備数も記載。併せて資機材の保管場所図を修正。 

c. 通報文への測定地震動の追記 

原子力規制庁の要請を受け、警戒事象等の通報連絡の様式にトリップ設定値を追

記するとともに、地震加速度を記載できる様式に修正。 

 

２．スケジュール（予定） 

・１月 19 日頃：修正協議申入れ 

・３月 19 日頃：協議終了 

・３月 29 日頃：修正及び届出（要旨公表） 

 

 

以 上 
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志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画  修正前後比較表（案） 

修正前 修正後 備 考 
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改定年月の変更 
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現 行 修正後 備 考 

 

 修 正 履 歴 

修正番号 年  月  日 内     容 

－ Ｈ１２．６．１６ 施行 

１ Ｈ１３．５．２９ 
本店組織改編、省庁再編及び地域防災計画修正等に

伴う修正 

２ Ｈ１４．９．４ 
本店組織改編、富来町業務分掌変更、指定地方行政機

関再編等に伴う修正 

３ Ｈ１６．８．２ 
２号機初装荷燃料搬入、行政機関の組織改正、発電 

所組織改編等に伴う修正 

４ Ｈ１８．３．８ 

市町村合併、行政機関の組織改正、指定地方行政機関

再編、２号機営業運転開始による発電所組織改編に

伴う修正 

５ Ｈ１９．３．１ 社内組織改編に伴う修正、省庁名称の変更 

６ Ｈ２０．３．７ 原子力本部の役割の明確化に係る修正 

７ Ｈ２１．２．２７ 記載の適正化に係る修正 

８ Ｈ２２．３．１５ 
緊急時プラント情報伝送システム（ＳＰＤＳ）の 

常時伝送化に伴う修正 

９ Ｈ２５．３．１８ 原子力災害対策特別措置法改正等に伴う修正 

１０ Ｈ２５．１２．１ 原子力災害対策特別措置法政省令改正等に伴う修正 

１１ Ｈ２６．１０．２２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の明確化等に伴う修正 

１２ Ｈ２８．４．１ 原子力防災要員の見直し等に伴う修正 

１３ Ｈ２９．３．３１ 原子力緊急事態支援組織本格運用開始等に伴う修正 

１４ Ｈ２９．１０．３０ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

１５ Ｈ３１ ．３．３１ 社内組織改編等に伴う修正 

１６ Ｒ２．４．１ 発送電分離等に伴う修正 

１７ Ｒ２．８．２１ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

１８ Ｒ４．３．１５ 
緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の伝送項目の 

追加等に伴う修正 

１９ Ｒ５．３．１５ 原子力災害医療体制の記載充実等に係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 正 履 歴 

修正番号 年  月  日 内     容 

－ Ｈ１２．６．１６ 施行 

１ Ｈ１３．５．２９ 
本店組織改編、省庁再編及び地域防災計画修正等に

伴う修正 

２ Ｈ１４．９．４ 
本店組織改編、富来町業務分掌変更、指定地方行政機

関再編等に伴う修正 

３ Ｈ１６．８．２ 
２号機初装荷燃料搬入、行政機関の組織改正、発電 

所組織改編等に伴う修正 

４ Ｈ１８．３．８ 

市町村合併、行政機関の組織改正、指定地方行政機関

再編、２号機営業運転開始による発電所組織改編に

伴う修正 

５ Ｈ１９．３．１ 社内組織改編に伴う修正、省庁名称の変更 

６ Ｈ２０．３．７ 原子力本部の役割の明確化に係る修正 

７ Ｈ２１．２．２７ 記載の適正化に係る修正 

８ Ｈ２２．３．１５ 
緊急時プラント情報伝送システム（ＳＰＤＳ）の 

常時伝送化に伴う修正 

９ Ｈ２５．３．１８ 原子力災害対策特別措置法改正等に伴う修正 

１０ Ｈ２５．１２．１ 原子力災害対策特別措置法政省令改正等に伴う修正 

１１ Ｈ２６．１０．２２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の明確化等に伴う修正 

１２ Ｈ２８．４．１ 原子力防災要員の見直し等に伴う修正 

１３ Ｈ２９．３．３１ 原子力緊急事態支援組織本格運用開始等に伴う修正 

１４ Ｈ２９．１０．３０ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

１５ Ｈ３１ ．３．３１ 社内組織改編等に伴う修正 

１６ Ｒ２．４．１ 発送電分離等に伴う修正 

１７ Ｒ２．８．２１ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

１８ Ｒ４．３．１５ 
緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の伝送項目の 

追加等に伴う修正 

１９ Ｒ５．３．１５ 原子力災害医療体制の記載充実等に係る修正 

２０ Ｒ６．３．XX 原子力災害医療活動の記載充実等に係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正理由を追記 
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現 行 修正後 備 考 

 

第１章 総則 

第２節 定義 

[略] 

１９．指定行政機関 

災害対策基本法第２条第３号に規定する指定行政機関をいう。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務

省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海

上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省 

[略] 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第４節 原子力災害対策で使用する資料の整備 

 

 原子力防災管理者及び原子力部長は、別表－８に定める原子力災害対策で使

用する資料を次のとおり整備する。 
 

 １．発電所 
原子力防災管理者は、別表－８に定める資料を発電所に備え付ける。また、原

子力防災管理者は、これらの資料について定期的に見直しを行う。 

 ２．本店及び原子力本部 
原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料を送付し、原子力部

長は、これらの資料を総本部室用として本店及び原子力本部（代替場所含む。）に

備え付ける。 

 ３．原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料のうち原子力事業所

災害対策支援拠点で使用する資料を送付し、原子力部長は、これらの資料を原子

力事業所災害対策支援拠点用として原子力本部に備え付ける。 

 ４．原子力規制庁緊急時対応センター 

原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料を送付し、原子力部

長は、これらの資料を原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける。 

 ５．オフサイトセンター 

原子力防災管理者は、別表－８に定める資料のうち、オフサイトセンターに備

え付ける資料を原災法第１２条第４項に基づき内閣総理大臣に提出するととも

に、その資料の写しを石川県知事、志賀町長及び富山県知事に提出する。提出し

た資料の内容に変更があった場合も同様とする。 

[略] 

第５節 原子力災害対策で使用する施設及び設備の整備、点検 

 

 １．緊急時対策所、本店総本部室及び原子力本部総本部室 

 

第１章 総則 

第２節 定義 

[略] 

１９．指定行政機関 

災害対策基本法第２条第３号に規定する指定行政機関をいう。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、総務

省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地

理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省 

[略] 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第４節 原子力災害対策で使用する資料の整備 

 

 原子力防災管理者及び原子力部長は、別表－９に定める原子力災害対策で使

用する資料を次のとおり整備する。 
 

 １．発電所 
原子力防災管理者は、別表－９に定める資料を発電所に備え付ける。また、原

子力防災管理者は、これらの資料について定期的に見直しを行う。 

 ２．本店及び原子力本部 
原子力防災管理者は、原子力部長に別表－９に定める資料を送付し、原子力部

長は、これらの資料を総本部室用として本店及び原子力本部（代替場所含む。）に

備え付ける。 

 ３．原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力防災管理者は、原子力部長に別表－９に定める資料のうち原子力事業所

災害対策支援拠点で使用する資料を送付し、原子力部長は、これらの資料を原子

力事業所災害対策支援拠点用として原子力本部に備え付ける。 

 ４．原子力規制庁緊急時対応センター 

原子力防災管理者は、原子力部長に別表－９に定める資料を送付し、原子力部

長は、これらの資料を原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける。 

 ５．オフサイトセンター 

原子力防災管理者は、別表－９に定める資料のうち、オフサイトセンターに備

え付ける資料を原災法第１２条第４項に基づき内閣総理大臣に提出するととも

に、その資料の写しを石川県知事、志賀町長及び富山県知事に提出する。提出し

た資料の内容に変更があった場合も同様とする。 

[略] 

第５節 原子力災害対策で使用する施設及び設備の整備、点検 

 

 １．緊急時対策所、本店総本部室及び原子力本部総本部室 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法第二条第三号の

規定により内閣総理大臣が指定

する指定行政機関の件の一部改

訂に伴う変更 

 

 

 

 

別表番号の変更（以下，同じ） 
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現 行 修正後 備 考 

（１） 発電所 

原子力防災管理者は、別図－１０及び別表－９に定める緊急時対策所並

びに非常用発電機及び換気浄化設備を常に使用可能な状態に整備する。ま

た、設備に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

（２） 本店及び原子力本部 

地域共創部長は本店総本部室を、原子力部長は別表－１０に定める原子

力本部総本部室及びその代替場所並びに非常用発電機を常に使用可能な状態

に整備する。また、設備に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

２．原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力部長は、別図－１１及び別表－１１に定める原子力事業所災害対策支援

拠点となる施設を使用可能な状態に整備する。 

[略] 

７．緊急時プラント情報伝送システム 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－１２に定める項目を別図－１３に示すＥＲ

ＳＳに伝送する緊急時プラント情報伝送システム（以下「ＳＰＤＳ」とい

う。）を常に使用可能な状態に整備する。また、ＳＰＤＳに不具合が認めら

れた場合は、速やかに修理する。 

   なお、原子力防災管理者は別表－１２に定める項目について、原子力施

設の状況を踏まえて十分であるか検討し、必要に応じて改修を実施する。 

 （２） 原子力防災管理者は、地震等の自然災害が発生した場合においても、そ

の機能が維持できる設備とする。 

 （３） 原子力防災管理者は、非常用電源をＳＰＤＳに供給可能な状態に整備・

点検する。 

[略] 

第８節 関係機関との連携 

[略] 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（羽咋郡市広域圏事務組合消防本部、七尾鹿島消防本部、

奥能登広域圏事務組合消防本部、かほく市消防本部、高岡市消防本部、石川県警

察本部、羽咋警察署、七尾警察署、輪島警察署、津幡警察署、富山県警察本部、

氷見警察署、第九管区海上保安本部、第九管区海上保安本部金沢海上保安部、第

九管区海上保安本部七尾海上保安部、第九管区海上保安本部伏木海上保安部、発

電所周辺医療機関その他関係機関）とは平常時から協調し、防災情報の収集及び

提供等の相互連携を図る。 

また、発電所内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から

公益財団法人原子力安全研究協会を含む医療関係団体との原子力災害医療情報の

収集及び提供等の相互連携を図る。 

 

[略] 

（１） 発電所 

原子力防災管理者は、別図－１０及び別表－１０に定める緊急時対策所

並びに非常用発電機及び換気浄化設備を常に使用可能な状態に整備する。ま

た、設備に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

（２） 本店及び原子力本部 

地域共創部長は本店総本部室を、原子力部長は別表－１１に定める原子

力本部総本部室及びその代替場所並びに非常用発電機を常に使用可能な状態

に整備する。また、設備に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

２．原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力部長は、別図－１１及び別表－１２に定める原子力事業所災害対策支援

拠点となる施設を使用可能な状態に整備する。 

[略] 

７．緊急時プラント情報伝送システム 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－１３に定める項目を別図－１３に示すＥＲ

ＳＳに伝送する緊急時プラント情報伝送システム（以下「ＳＰＤＳ」とい

う。）を常に使用可能な状態に整備する。また、ＳＰＤＳに不具合が認めら

れた場合は、速やかに修理する。 

   なお、原子力防災管理者は別表－１３に定める項目について、原子力施

設の状況を踏まえて十分であるか検討し、必要に応じて改修を実施する。 

 （２） 原子力防災管理者は、地震等の自然災害が発生した場合においても、そ

の機能が維持できる設備とする。 

 （３） 原子力防災管理者は、非常用電源をＳＰＤＳに供給可能な状態に整備・

点検する。 

[略] 

第８節 関係機関との連携 

[略] 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（羽咋郡市広域圏事務組合消防本部、七尾鹿島消防本部、

奥能登広域圏事務組合消防本部、かほく市消防本部、高岡市消防本部、石川県警

察本部、羽咋警察署、七尾警察署、輪島警察署、津幡警察署、富山県警察本部、

氷見警察署、第九管区海上保安本部、第九管区海上保安本部金沢海上保安部、第

九管区海上保安本部七尾海上保安部、第九管区海上保安本部伏木海上保安部、発

電所周辺医療機関その他関係機関）とは平常時から協調し、防災情報の収集及び

提供等の相互連携を図る。 

また、発電所内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から

別表－８に定める資機材を維持管理するとともに、別表－１５に定める公益財団

法人原子力安全研究協会を含む医療関係団体との原子力災害医療情報の収集及び

提供等の相互連携を図る。 

[略] 

 

別表番号の変更（以下，同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制庁からの指導により

原子力災害医療活動の記載充実 
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現 行 修正後 備 考 

５．原子力緊急事態支援組織との連携 

（１） あらかじめ他の原子力事業者との間で次に掲げる運用を定めた「原子力緊

急事態支援組織の運営に関する基本協定」を締結する。 

a. 原子力緊急事態支援組織との連携 

b. 原子力緊急事態支援組織の業務範囲 

（２） 原子力緊急事態支援組織の所在地、業務の範囲等は別表－１３に定めると

おりとする。 

（３） 原子力緊急事態支援組織とは平常時から協調し、防災情報の収集及び提供

等の相互連携を図る。 

[略] 

第３章  緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

[略] 

３．防災体制発令時の対応 

（６） 総本部原子力班長は、次に掲げる事項を実施する原子力事業所災害対策支

援拠点の設置が必要と判断した場合は、別表－１１に定める施設の中から適

切な施設を選定し設置するとともに、当該拠点に別表－７及び別表－８に定

める原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材及び資料を輸送する。 

a. 発電所への物資輸送 

b. 輸送に付随する放射線管理。 

[略] 

第２節  応急措置の実施 

[略] 

８．応急復旧 

（１） 施設及び設備の整備並びに点検 

発電所本部プラント班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲

における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況等を把握

する。 

（２） 応急の復旧対策 

発電所本部緊急時即応班長及び復旧班長は、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、別表－１４の業務を含めて応急

復旧計画を策定し、それに基づき、復旧対策を実施する。 

[略] 

１４．原子力防災要員等の派遣等 

（１） 発電所本部長は、原子力防災専門官その他の国の関係機関又は石川県か

ら、オフサイトセンターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡を受けた場

合は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富山

県知事その他緊急事態応急対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施

する次に掲げる緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

５．原子力緊急事態支援組織との連携 

（１） あらかじめ他の原子力事業者との間で次に掲げる運用を定めた「原子力緊

急事態支援組織の運営に関する基本協定」を締結する。 

a. 原子力緊急事態支援組織との連携 

b. 原子力緊急事態支援組織の業務範囲 

（２） 原子力緊急事態支援組織の所在地、業務の範囲等は別表－１４に定めると

おりとする。 

（３） 原子力緊急事態支援組織とは平常時から協調し、防災情報の収集及び提供

等の相互連携を図る 

[略] 

第３章  緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

[略] 

３．防災体制発令時の対応 

（６） 総本部原子力班長は、次に掲げる事項を実施する原子力事業所災害対策支

援拠点の設置が必要と判断した場合は、別表－１２に定める施設の中から適

切な施設を選定し設置するとともに、当該拠点に別表－７及び別表－９に定

める原子力事業所災害対策支援拠点用の資機材及び資料を輸送する。 

a. 発電所への物資輸送 

b. 輸送に付随する放射線管理。 

[略] 

第２節  応急措置の実施 

[略] 

８．応急復旧 

（１） 施設及び設備の整備並びに点検 

発電所本部プラント班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲

における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況等を把握

する。 

（２） 応急の復旧対策 

発電所本部緊急時即応班長及び復旧班長は、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、別表－１６の業務を含めて応急

復旧計画を策定し、それに基づき、復旧対策を実施する。 

[略] 

１４．原子力防災要員等の派遣等 

（１） 発電所本部長は、原子力防災専門官その他の国の関係機関又は石川県か

ら、オフサイトセンターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡を受けた場

合は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富山

県知事その他緊急事態応急対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施

する次に掲げる緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

 

 

 

 

 

別表番号の変更（以下，同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 6 / 44) 

 

現 行 修正後 備 考 

め、別表－１５に定めるオフサイトセンター等への要員派遣その他必要な措

置を講ずる。 

a. オフサイトセンターにおける業務に関する事項 

(a) オフサイトセンターの設営準備助勢 

(b) 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

(c) 報道機関への情報提供 

(d) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

(e) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整 

(f) 原子力災害合同対策協議会への参加 等 

b. 緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

(a) 緊急時環境放射線モニタリング 

(b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

(c) 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

(d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

(e) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

派遣された原子力防災要員は、原子力災害合同対策協議会の指示に基づ

き、必要な業務を行う。 

また、総本部長は、原子力本部長又は原子力本部副本部長及び別表－１６

に定める災害対策班員をオフサイトセンター等に派遣する。発電所本部長の

要請により、原子力本部の災害対策班員を発電所本部に派遣する。 

なお、発電所本部長は、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、総

本部長に要請する。これを受けて、総本部長は、他の原子力事業者に直接協

力を要請する。 

（２） 発電所本部長及び総本部原子力班長は、石川県又は富山県からの要請があ

った場合は、別表－１７に定める原子力防災資機材等の貸与を行う。 

（３） 総本部原子力班長は、第１緊急体制発令後、原子力規制委員会からの要請

があった場合は、別表－１６に定める災害対策班員の原子力規制庁緊急時対

応センターへの派遣を行う。 

[略] 

第４章 原子力災害事後対策 

第２節 原子力防災要員等の派遣等 

 

原子力防災管理者（発電所本部が設置されている場合は発電所本部長。以下、

本節において同じ。）及び原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子

力班長。）は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富

山県知事その他原子力災害事後対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施

する次に掲げる原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、

別表－１８に定める原子力防災要員及び別表－１９に定める災害対策班員の派遣

又は別表－２０に定める原子力防災資機材等の貸与その他必要な措置を講ずる。 

め、別表－１７に定めるオフサイトセンター等への要員派遣その他必要な措

置を講ずる。 

a. オフサイトセンターにおける業務に関する事項 

(a) オフサイトセンターの設営準備助勢 

(b) 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

(c) 報道機関への情報提供 

(d) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

(e) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整 

(f) 原子力災害合同対策協議会への参加 等 

b. 緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

(a) 緊急時環境放射線モニタリング 

(b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

(c) 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

(d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

(e) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

派遣された原子力防災要員は、原子力災害合同対策協議会の指示に基づ

き、必要な業務を行う。 

また、総本部長は、原子力本部長又は原子力本部副本部長及び別表－１８

に定める災害対策班員をオフサイトセンター等に派遣する。発電所本部長の

要請により、原子力本部の災害対策班員を発電所本部に派遣する。 

なお、発電所本部長は、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、総

本部長に要請する。これを受けて、総本部長は、他の原子力事業者に直接協

力を要請する。 

（２） 発電所本部長及び総本部原子力班長は、石川県又は富山県からの要請があ

った場合は、別表－１９に定める原子力防災資機材等の貸与を行う。 

（３） 総本部原子力班長は、第１緊急体制発令後、原子力規制委員会からの要請

があった場合は、別表－１８に定める災害対策班員の原子力規制庁緊急時対

応センターへの派遣を行う。 

[略] 

第４章 原子力災害事後対策 

第２節 原子力防災要員等の派遣等 

 

原子力防災管理者（発電所本部が設置されている場合は発電所本部長。以下、

本節において同じ。）及び原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子

力班長。）は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富

山県知事その他原子力災害事後対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施

する次に掲げる原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、

別表－２０に定める原子力防災要員及び別表－２１に定める災害対策班員の派遣

又は別表－２２に定める原子力防災資機材等の貸与その他必要な措置を講ずる。 

別表番号の変更（以下，同じ） 
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現 行 修正後 備 考 

１．広報活動に関する事項 

（１） 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

（２） 報道機関への情報提供 

２．緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

（１） 緊急時環境放射線モニタリング 

（２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

（５） 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

派遣された原子力防災要員及び災害対策班員は、オフサイトセンターに設置さ

れる原子力災害合同対策協議会の指示に基づき、必要な業務を行う。 

原子力防災管理者は、オフサイトセンターに派遣した原子力本部長又は原子力

本部副本部長及び原子力防災要員と電話等により連絡を密に取り、原子力災害合

同対策協議会において共有された情報を周知し、原子力災害合同対策協議会から

発電所に対して指示された事項に対応するとともに、原子力災害合同対策協議会

に対して必要な意見を進言する。 

また、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、原子力部長（総本部が設

置されている場合は総本部長。）に要請する。これを受けて、原子力部長（総本部

が設置されている場合は総本部長。）は、他の原子力事業者に直接協力を要請す

る。 

原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子力班長。）は、原子力

規制委員会等からの要請があった場合は、別表－１９に定める災害対策班員の派

遣を行う。 

[略] 

第５章 その他 

第１節 他の原子力事業者への協力 

 

他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合は、原子力防災

管理者及び原子力部長は、当該事業者、指定行政機関の長、指定地方行政機関の

長、地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策及び原子力

災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる緊急時環境

放射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去に関する事項について、

別表－２１に定める原子力防災要員及び災害対策班員の派遣又は資機材の貸与そ

の他必要な協力を行う。なお、支援にあたっては、陸路による輸送を基本とし、

必要に応じて空路等の輸送手段を手配する。 

（１） 緊急時環境放射線モニタリング 

（２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

１．広報活動に関する事項 

（１） 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

（２） 報道機関への情報提供 

２．緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

（１） 緊急時環境放射線モニタリング 

（２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

（５） 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

派遣された原子力防災要員及び災害対策班員は、オフサイトセンターに設置さ

れる原子力災害合同対策協議会の指示に基づき、必要な業務を行う。 

原子力防災管理者は、オフサイトセンターに派遣した原子力本部長又は原子力

本部副本部長及び原子力防災要員と電話等により連絡を密に取り、原子力災害合

同対策協議会において共有された情報を周知し、原子力災害合同対策協議会から

発電所に対して指示された事項に対応するとともに、原子力災害合同対策協議会

に対して必要な意見を進言する。 

また、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、原子力部長（総本部が設

置されている場合は総本部長。）に要請する。これを受けて、原子力部長（総本部

が設置されている場合は総本部長。）は、他の原子力事業者に直接協力を要請す

る。 

原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子力班長。）は、原子力

規制委員会等からの要請があった場合は、別表－２１に定める災害対策班員の派

遣を行う。 

[略] 

第５章 その他 

第１節 他の原子力事業者への協力 

 

他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合は、原子力防災

管理者及び原子力部長は、当該事業者、指定行政機関の長、指定地方行政機関の

長、地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策及び原子力

災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる緊急時環境

放射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去に関する事項について、

別表－２３に定める原子力防災要員及び災害対策班員の派遣又は資機材の貸与そ

の他必要な協力を行う。なお、支援にあたっては、陸路による輸送を基本とし、

必要に応じて空路等の輸送手段を手配する。 

（１） 緊急時環境放射線モニタリング 

（２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表番号の変更（以下，同じ） 
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現 行 修正後 備 考 

ただし、事業所外運搬の場合にあっては、「他の原子力事業者の原子力事業

所」を「他の原子力事業者が責任を有する事業所外運搬の輸送物」に読み替えて

準用する。 

 

第２節 附則 

本計画は、令和令和５年３月１５日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ただし、事業所外運搬の場合にあっては、「他の原子力事業者の原子力事業

所」を「他の原子力事業者が責任を有する事業所外運搬の輸送物」に読み替えて

準用する。 

 

第２節  附則 

 本計画は、令和６年３月 XX日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日の変更 
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修正前 修正後 備 考 
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志賀原子力発電所 

 

原子力事業者防災業務計画 別冊 
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修正前 修正後 備 考 
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別図－６ 原子力防災要員の非常召集連絡経路 ･････････････････････････････････ ９ 

別図－７ 本店及び原子力本部の防災体制発令と災害対策班員の非常召集連絡経路 １０ 

別図－８ 放射線測定設備及び気象観測設備 ･･････････････････････････････････１１ 

別図－９ 原子力防災資機材以外の資機材の保管場所 ･･････････････････････････１２ 

別図－１０ 緊急時対策所の設置場所 ････････････････････････････････････････１３ 

別図－１１ 各拠点位置図 ･･････････････････････････････････････････････････１４ 

別図－１２ 発電所敷地内の避難集合場所 ････････････････････････････････････１５ 
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別表－１７ 緊急事態応急対策において貸与する原子力防災資機材等 ････････････６０ 

別表－１８ 原子力災害事後対策における原子力防災要員の派遣 ････････････････６１ 

別表－１９ 原子力災害事後対策における災害対策班員の派遣 ･･････････････････６２ 

別表－２０ 原子力災害事後対策において貸与する原子力防災資機材等 ･･････････６３ 

別表－２１ 他の原子力事業者への原子力防災要員及び災害対策班員の派遣並びに資機材の貸与６４ 
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様式１ 原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書 ･･････････････v･････････６８ 

様式２ 原子力防災要員現況届出書 ･･････････････････････････････････････････６９ 
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様式４ 放射線測定設備現況届出書 ･･････････････････････････････････････････７１ 

様式５ 原子力防災資機材現況届出書 ････････････････････････････････････････７２ 

様式６ 防災訓練実施結果報告書 ････････････････････････････････････････････７３ 

様式７ 警戒事態該当事象発生連絡 ･･････････････････････････････････････････７４ 

様式８ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡 ･･････････････････････････････････７５ 

様式９ 特定事象発生通報（原子炉施設） ････････････････････････････････････７６ 

様式１０ 特定事象発生通報（事業所外運搬） ････････････････････････････････７７ 

様式１１ 応急措置の概要（原子炉施設） ････････････････････････････････････７８ 

様式１２ 応急措置の概要（事業所外運搬） ･･････････････････････････････････８０ 

 

参考 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）基準整理表 ･･･････････････････････････８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１９ 緊急事態応急対策において貸与する原子力防災資機材等 ････････････６２ 

別表－２０ 原子力災害事後対策における原子力防災要員の派遣 ････････････････６３ 

別表－２１ 原子力災害事後対策における災害対策班員の派遣 ･･････････････････６４ 

別表－２２ 原子力災害事後対策において貸与する原子力防災資機材等 ･･････････６５ 

別表－２３ 他の原子力事業者への原子力防災要員及び災害対策班員の派遣並びに資機材の貸与６６ 

別表－２４ 各障壁の喪失又は喪失のおそれの判断基準･････････････････････････６７ 

別表－２５ 安全機器等一覧 ････････････････････････････････････････････････６８ 

 

様式１ 原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書 ････････････････････････７０ 

様式２ 原子力防災要員現況届出書 ･･････････････････････････････････････････７１ 

様式３ 原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書 ････････････７２ 

様式４ 放射線測定設備現況届出書 ･･････････････････････････････････････････７３ 

様式５ 原子力防災資機材現況届出書 ････････････････････････････････････････７４ 

様式６ 防災訓練実施結果報告書 ････････････････････････････････････････････７５ 

様式７ 警戒事態該当事象発生連絡 ･･････････････････････････････････････････７６ 

様式８ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡 ･･････････････････････････････････７７ 

様式９ 特定事象発生通報（原子炉施設） ････････････････････････････････････７８ 

様式１０ 特定事象発生通報（事業所外運搬） ････････････････････････････････７９ 

様式１１ 応急措置の概要（原子炉施設） ････････････････････････････････････８０ 

様式１２ 応急措置の概要（事業所外運搬） ･･････････････････････････････････８２ 

 

参考 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）基準整理表 ･･･････････････････････････８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表番号とページ番号の変更 

（以下，同じ） 
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修正前 修正後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（運用の見直しによ

る消防車の保管場所変更，防災資

機材以外の資機材に高圧電源車

を追加に伴う保管場所の追加） 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針改定（2023 年

11 月 1 日）のため 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針の緊急事態

区分を判断する基準等の解説の

改定（2023 年 11 月 1 日）のため 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針の改定（2023

年 11 月 1日）のため 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原災法規則の改定（2023 年 11 月

1 日）のため 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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修正前 修正後 備 考 

 
 

別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（１／４） 

 

１．発電所用 

 

分 類 名 称 数 量 保管場所 
点検頻

度 

点検項

目 

既設設備電源の確

保 

大容量電源車 2 台 EL.21m 
1 回/年 機能 

低圧発電機 1 台 EL.30m 

海水取水 
水中ポンプ 1 台 

EL.35m 1 回/年 機能 
低圧発電機 1 台 

大坪川ダム水取水 
水中ポンプ 1 台 大坪川 

ダム 
1 回/年 機能 

低圧発電機 1 台 

原子炉及び使用済

燃料貯蔵プール注

水 

消防車 2 台 EL.35m 1 回/年 機能 

格納容器ベントの

信頼性向上 

格納容器ベント弁 

駆動用予備ボンベ 

1 号 1 式 

各原子炉 

建屋 

1 回/年 

員数･外観 
2 号 1 式 

主蒸気逃がし安全弁 

駆動用予備ボンベ 

1 号 1 式 

2 号 1 式 

低圧発電機 
1 号 1 台 

EL.21m 機能 
2 号 1 台 

 原子炉補機冷却海水 

ポンプ予備電動機 

1 号 2 台 

防災資機

材 

専用倉庫 

1 回/年 

機能 

除熱機能回復 

 

2 号 2 台 

原子炉補機冷却水 

ポンプ予備電動機 

1 号 2 台 

2 号 2 台 

原子炉補機冷却海水

ポンプの代替ポンプ 

1 号 3 台 

EL.35m 機能 
2 号 4 台 

低圧発電機 

（代替ポンプ用） 

1 号 1 台 

2 号 1 台 

 

 
 
 
 
 

 

 

別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（１／４） 

 

１．発電所用 

 

分 類 名 称 数 量※１ 保管場所 
点検頻

度 

点検項

目 

既設設備電源の確

保 

大容量電源車 1 台（1 台） 
EL.21m 

1 回/年 機能 高圧電源車 5 台（1 台） 

低圧発電機 1 台 EL.30m 

海水取水 
水中ポンプ 1 台 

EL.21m 1 回/年 機能 
低圧発電機 1 台 

大坪川ダム水取水 
水中ポンプ 1 台 大坪川 

ダム 
1 回/年 機能 

低圧発電機 1 台 

原子炉及び使用済

燃料貯蔵プール注

水 

消防車 2 台（2 台） EL.21m 1 回/年 機能 

格納容器ベントの

信頼性向上 

格納容器ベント弁 

駆動用予備ボンベ 

1 号 1 式 

各原子炉 

建屋 

1 回/年 

員数･外観 
2 号 1 式 

主蒸気逃がし安全弁 

駆動用予備ボンベ 

1 号 1 式 

2 号 1 式 

低圧発電機 
1 号 1 台 

EL.21m 機能 
2 号 1 台 

 原子炉補機冷却海水 

ポンプ予備電動機 

1 号 2 台 
防災資

機材 

専用倉

庫 

1 回/年 

機能 

除熱機能回復 

 

2 号 2 台 

原子炉補機冷却水 

ポンプ予備電動機 

1 号 2 台 

2 号 2 台 

原子炉補機冷却海水

ポンプの代替ポンプ 

1 号 3 台 

EL.35m 機能 
2 号 4 台 

低圧発電機 

（代替ポンプ用） 

1 号 1 台 

2 号 1 台 

※１：資機材の数量は、規制法第 43 条の３の８第１項の許可前において、発電所の安全確

保するための必要数量を示す。括弧書き（）内は、予備数量を示す。 

   なお、資機材の予備数量は，修理、保守点検等により，予備数量未満になり得る。 

 

 

 

 

記載の適正化（原子炉施設保安規

定で要求する資機材について，数

量の明確化） 
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修正前 修正後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別表－８ 医療関連資機材 

 

分類 名 称 数量 保管場所 点検頻度 点検項目 

医
療
関
連
資
機
材 

アンビューバック 1 個 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

酸素ボンベ，O2バック 1.3ⅿ3 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

ストレッチャー 1 台 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

バックボード 1 個 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

バックボード用頸椎固定具 1 個 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

担架 1 台 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

車いす 1 台 緊急時対策棟 1 回/年 外観 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制庁からの指導により

原子力災害医療活動の記載充実 
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修正前 修正後 備 考 

 
 

別表－８ 原子力災害対策で使用する資料 

 

資   料   名 

１．発電所周辺地図 

 ① 発電所周辺地域地図 （１／２５，０００）※１ 

 ② 発電所周辺地域地図 （１／５０，０００）※１ 

２．発電所周辺航空写真パネル ※１ 

３．発電所気象観測データ 

 ① 統計処理データ 

 ② 毎時観測データ 

４．発電所周辺環境モニタリング関連データ 

 ① 空間線量モニタリング設備配置図 

 ② 環境試料サンプリング位置図 

 ③ 環境放射線モニタリング測定データ 

５．発電所周辺人口関連データ 

 ① 方位別人口分布図 

 ② 集落の人口分布図 

 ③ 市町村人口表 

６．主要系統模式図 

７．原子炉設置許可申請書 ※１、２ 

８．系統図及び発電所施設の配置図 

 ① 系統図 

 ② 発電所施設の配置図 ※１、２ 

９．プラント関係プロセス及び放射線計測配置図 

10．プラント主要設備概要 

11．原子炉安全保護系シーケンス 

12．規定類 

 ① 原子炉施設保安規定 ※１、２ 

 ② 原子力事業者防災業務計画 ※１、２ 

 ③ 事故時運転操作要領 

 

※１ 原子力事業所災害対策支援拠点で使用する資料 

※２ 原災法第１２条第４項に基づき、オフサイトセンターに備え付けるために、内閣総理大

臣に提出する資料 

 

 

 

別表－９ 原子力災害対策で使用する資料 

 

資   料   名 

１．発電所周辺地図 

 ① 発電所周辺地域地図 （１／２５，０００）※１ 

 ② 発電所周辺地域地図 （１／５０，０００）※１ 

２．発電所周辺航空写真パネル ※１ 

３．発電所気象観測データ 

 ① 統計処理データ 

 ② 毎時観測データ 

４．発電所周辺環境モニタリング関連データ 

 ① 空間線量モニタリング設備配置図 

 ② 環境試料サンプリング位置図 

 ③ 環境放射線モニタリング測定データ 

５．発電所周辺人口関連データ 

 ① 方位別人口分布図 

 ② 集落の人口分布図 

 ③ 市町村人口表 

６．主要系統模式図 

７．原子炉設置許可申請書 ※１、２ 

８．系統図及び発電所施設の配置図 

 ① 系統図 

 ② 発電所施設の配置図 ※１、２ 

９．プラント関係プロセス及び放射線計測配置図 

10．プラント主要設備概要 

11．原子炉安全保護系シーケンス 

12．規定類 

 ① 原子炉施設保安規定 ※１、２ 

 ② 原子力事業者防災業務計画 ※１、２ 

 ③ 事故時運転操作要領 

 

※１ 原子力事業所災害対策支援拠点で使用する資料 

※２ 原災法第１２条第４項に基づき、オフサイトセンターに備え付けるために、内閣総理

大臣に提出する資料 

 

 

 

 

別表番号の変更 
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修正前 修正後 備 考 

 

別表－９ 緊急時対策所 

 

場所（床面積） 
緊急時対策棟（約 3,850 ㎡） 

（拠点位置を別図－１０に示す。） 

耐地震 免震構造 

耐津波 EL．約 21ｍ 

耐放射線 
・よう素除去フィルタを備えた換気浄化設備 

・コンクリート壁による遮へい機能 

非常用電源 自家発電設備（ガスタービン発電機） 

燃料（軽油） タンク容量 80kℓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１０ 緊急時対策所 

 

場所（床面積） 
緊急時対策棟（約 3,850 ㎡） 

（拠点位置を別図－１０に示す。） 

耐地震 免震構造 

耐津波 EL．約 21ｍ 

耐放射線 
・よう素除去フィルタを備えた換気浄化設備 

・コンクリート壁による遮へい機能 

非常用電源 自家発電設備（ガスタービン発電機） 

燃料（軽油） タンク容量 80kℓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 22 / 44) 

 

修正前 修正後 備 考 

 

別表－１０ 原子力本部総本部室 

 

場所（床面積） 

石川県羽咋郡志賀町高浜町ニ１３－２１ 

原子力本部建物内（約 820 ㎡※）  

※緊急時対策室 約 90 ㎡＋会議室他 約 730 ㎡  

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 建築基準法の 1.25 倍の耐震性 

耐津波 EL. 約 4ｍ 

耐放射線 
原子力災害の状況により代替場所へ原子力本部総本

部を移転する。 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達 

 

  代替場所 

場所（床面積） 

石川県金沢市下本多町六番丁１１番地 

金沢電気ビル内（約 830 ㎡※）  

※大ホール 約 380 ㎡＋執務室他 約 450 ㎡ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 一般建築物相当の耐震性 

耐津波 EL. 約 26ｍ 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１１ 原子力本部総本部室 

 

場所（床面積） 

石川県羽咋郡志賀町高浜町ニ１３－２１ 

原子力本部建物内（約 820 ㎡※）  

※緊急時対策室 約 90 ㎡＋会議室他 約 730 ㎡  

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 建築基準法の 1.25 倍の耐震性 

耐津波 EL. 約 4ｍ 

耐放射線 
原子力災害の状況により代替場所へ原子力本部総本

部を移転する。 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達 

 

  代替場所 

場所（床面積） 

石川県金沢市下本多町六番丁１１番地 

金沢電気ビル内（約 830 ㎡※）  

※大ホール 約 380 ㎡＋執務室他 約 450 ㎡ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 一般建築物相当の耐震性 

耐津波 EL. 約 26ｍ 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 23 / 44) 

 

修正前 修正後 備 考 

別表－１１ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（１／２） 

 

１．北陸電力株式会社 七尾大田火力発電所運動公園 

所在地 
石川県七尾市大田町１１４部２の４番地 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 25km 

敷地面積 利用予定面積：約 29,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

２．北陸電力株式会社 羽咋電化センター跡地 

所在地 
石川県羽咋市石野町ト２０番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南 約 19km 

敷地面積 利用予定面積：約 3,680 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

３．北陸電力送配電株式会社 石川支社七尾電力部 

所在地 
石川県七尾市本府中町ル２８－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 
利用予定面積：駐車場 約 125 ㎡ 

       ３階 約 320 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

４．北陸電力株式会社 七尾支店 

所在地 
石川県七尾市三島町６１－７ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 利用予定面積：駐車場 約 800 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

別表－１２ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（１／２） 

 

１．北陸電力株式会社 七尾大田火力発電所運動公園 

所在地 
石川県七尾市大田町１１４部２の４番地 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 25km 

敷地面積 利用予定面積：約 29,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

２．北陸電力株式会社 羽咋電化センター跡地 

所在地 
石川県羽咋市石野町ト２０番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南 約 19km 

敷地面積 利用予定面積：約 3,680 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

３．北陸電力送配電株式会社 石川支社七尾電力部 

所在地 
石川県七尾市本府中町ル２８－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 
利用予定面積：駐車場 約 125 ㎡ 

       ３階 約 320 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

４．北陸電力株式会社 七尾支店 

所在地 
石川県七尾市三島町６１－７ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 利用予定面積：駐車場 約 800 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

 

別表番号の変更 
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修正前 修正後 備 考 

 

別表－１１ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（２／２） 

 

５．北陸電力送配電株式会社 中能登変電所 

所在地 
石川県羽咋郡志賀町矢駄４の３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 12km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,100 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

６．北陸電力送配電株式会社 新能登変電所 

所在地 
石川県鹿島郡中能登町井田ワ３０－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 18km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

７．北陸電力株式会社 羽咋粟生資材置場 

所在地 
石川県羽咋市粟生町ケ１番６，キ５２番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南南東 約 20km 

敷地面積 利用予定面積：約 600 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

備考：事故の状況等によっては上記以外の自社施設や公共施設を使用する場合が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

別表－１２ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（２／２） 

 

５．北陸電力送配電株式会社 中能登変電所 

所在地 
石川県羽咋郡志賀町矢駄４の３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 12km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,100 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

６．北陸電力送配電株式会社 新能登変電所 

所在地 
石川県鹿島郡中能登町井田ワ３０－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 18km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

７．北陸電力株式会社 羽咋粟生資材置場 

所在地 
石川県羽咋市粟生町ケ１番６，キ５２番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南南東 約 20km 

敷地面積 利用予定面積：約 600 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

備考：事故の状況等によっては上記以外の自社施設や公共施設を使用する場合が

ある。 
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修正前 修正後 備 考 
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修正前 修正後 備 考 
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修正前 修正後 備 考 
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修正前 修正後 備 考 
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修正前 修正後 備 考 
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原子力規制庁からの指導により
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